
手数料条例の一部改正について 
１ 改正の理由    

今回の改正は、人件費単価又は物価水準の変動に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）に定められる手

数料の標準額が見直され、このうち消防関係では、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所等の設置の許可の申請に係る審査の手数料の額を引き上げる

ため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合手数料条例の一部を改正します。 
 
２ 改正の内容  

茨城西南地方広域市町村圏事務組合手数料条例新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 金額 

略 

３ 法第 11 条第１項

前段の規定に基づく

貯蔵所の設置の許可

の申請に対する審査 

(５) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許

可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

ア 危険物の貯蔵最大数量が 1,000 キロリ

ットル以上 5,000 キロリットル未満の浮

き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円 

イ 危険物の貯蔵最大数量が 5,000 キロリ

ットル以上１万キロリットル未満の浮き

屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 

手数料を徴収する事務 金額 

略 

３ 法第 11 条第１項

前段の規定に基づく

貯蔵所の設置の許可

の申請に対する審査 

(５) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許

可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

ア 危険物の貯蔵最大数量が 1,000 キロリ

ットル以上 5,000 キロリットル未満の浮

き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 

イ 危険物の貯蔵最大数量が 5,000 キロリ

ットル以上１万キロリットル未満の浮き

屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 



ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万キロリッ

トル以上５万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円 

エ 危険物の貯蔵最大数量が５万キロリッ

トル以上 10 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円 

オ 危険物の貯蔵最大数量が 10 万キロリッ

トル以上 20 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円 

カ 危険物の貯蔵最大数量が 20 万キロリッ

トル以上 30 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円 

キ 危険物の貯蔵最大数量が 30 万キロリッ

トル以上 40 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円 

ク 危険物の貯蔵最大数量が 40 万キロリッ

トル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

 7,070,000円 

略 
 

ウ 危険物の貯蔵最大数量が１万キロリッ

トル以上５万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 

エ 危険物の貯蔵最大数量が５万キロリッ

トル以上 10 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 

オ 危険物の貯蔵最大数量が 10 万キロリッ

トル以上 20 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 

カ 危険物の貯蔵最大数量が 20 万キロリッ

トル以上 30 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 

キ 危険物の貯蔵最大数量が 30 万キロリッ

トル以上 40 万キロリットル未満の浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 

ク 危険物の貯蔵最大数量が 40 万キロリッ

トル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

 8,790,000円 

略 
 

 



３ 施行年月日 
令和６年４月１日から施行されます。 

 
４ お問い合わせ 

茨城西南広域消防本部 予防課 
TEL：0280－47－0129（直通） 
 


